
Yamato　Information まちからのお知らせ
令和４年山都町春季農作業標準料金および賃金を設定しました

　農作業を依頼される際などの参考にされてください。
項　　　　目 令和 4年 2月設定

耕運機、トラクターによる水田の耕起作業（10ａ当たり） 5,500 円

耕運機、トラクターによる水田の代かき作業（10ａ当たり）
一貫作業　　　 11,000 円
荒代　　　　　5,000 円
植代　　　　　6,000 円

田植機による田植え作業（10ａ当たり） 5,500 円

畑耕起（10ａ当たり） ロータリー　　　5,000 円
プラウ　　　　6,000 円

農作業賃金（８時間当たり） 6,570 円
育苗（１箱当り／農薬除く料金） 500 円（参考）
あぜ塗り機によるあぜ塗作業（オペレーター付き１ｍ当たり） 50円 
※参考　　熊本県の地域別最低労働賃金　時間額 821 円（令和３年 10月１日から）
問合　農業委員会　☎ 72-1156

町営住宅の入居者を募集します
受付期間・場所 　３月３日～３月 31日（土日祝日を除く）午前８時 30分～午後５時まで
　　　　　　　　建設課または各支所　農林建設水道係
抽選会 　４月 11日　午前 10時（時間厳守）役場本庁　（必ず印鑑を持参のうえ出席）
入居資格（全住宅共通）　①同居しようとする親族がいること　②入居者全員の月額の所得（所得金額から扶養
等控除した額を 12か月で除した額）が基準の金額を超えないこと　③住宅に困窮していること（※持ち家を
有している方は、申込できません）　④町税等を滞納していないこと　⑤申込者および同居しようとする親族
が暴力団員でないこと　※月額の所得の金額については、下表入居資格（ア）のとおりです。
申込時提出書類（全住宅共通）　①入居申込書兼同意書　②住民票（入居者全員）　③所得証明書（入居者全員。
無職であっても提出）　④納税証明書（納税義務者全員）※入居者全員がマイナンバーカードをお持ちであれば、
②住民票・③所得証明書は省略できます。

団地名、場所、建設年度、間取り、家賃（月額）等 入居資格

町
営
住
宅

水の田尾団地（北中島）　１戸　平成９年度建設　3DK
家賃 18,000 円～ 34,600 円　共益費あり・駐車場代あり ア　月額の所得が、一般世帯は

158,000 円以下、高齢者・障
がい者・小学校に入るまでの
子どもがいる世帯は 214,000
円以下。

イ　単身入居の場合は、60 歳以
上の方、障がい者、生活保護
者等。

和の杜団地（須原）　５戸
① 1戸　平成 15年度建設　家賃 19,100 ～ 37,600 円　共益費あり
② 4戸　平成 3年度建設　　家賃 17,400 ～ 34,200 円　共益費あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※うち 1戸告知事項あり
二瀬本団地（二瀬本）　２戸　昭和 53年度建設　3DK
家賃 9,700 円～ 18,100 円　
柏団地（柏）　1戸　平成 16年度建設　3LDK
家賃 19,300 円～ 38,000 円　共益費・駐車場代あり

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

そよ風ハイツ（柏）　２戸
平成８年度建設　3DK　家賃 31,000 円
共益費・駐車場代あり

ア　月額の所得が158,000円以上259,000円（居
住の安定を図る必要があると町長が認める者に
ついては、487,000 円）以下であること。

イ　同居しようとする親族があること。
ウ　町内に住所又は勤務場所もしくは事業場を有
するもの。

大久保団地（菅尾）　1戸
平成 13年度建設　3LDK　家賃 38,000 円
共益費・駐車場代あり

一
般
住
宅

復
興

小原団地（長原）　4戸　令和 3年度建設
2LDK　家賃円 14,400 円～ 28,200 円
共益費・駐車場代あり

ア　月額の所得が 259,000 円以下
イ　熊本地震被災者優先
ウ　単身入居可。ただし同居親族優先

　空室の入居促進を図るために、応募者がなかった住宅については入居者が決まるまで募集を行います。詳し
くは、町ホームページをご覧いただくか建設課までお問合せください。
問合　建設課　☎ 72-1145

４月１日から水道料金等を改定します

　広報やまと 10月号でお知らせしておりましたとおり、４月１日から水道料金等を改定します。
　安定した水道水の供給を将来世代に引き継いでいくために必要な取り組みですので、ご理解ください
ますようお願いします。

 水道料金の改定 
　新料金は、４月使用分（５月請求分）の料金計算からの適用となります。

２月 ３月 ４月 ５月

 水道料金表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税込み）
口径 基本料金 従量料金（1㎥につき）

現行 新 基本水量 使用水量 現行 新
13mm 1,100 円 1,320 円

7㎥まで 7㎥を
超える分 154 円 187 円

20mm 1,221 円 1,474 円
25mm 1,243 円 1,496 円
30mm 1,342 円 1,617 円
40mm 1,496 円 1,804 円
50mm 3,652 円 4,389 円
75mm 4,510 円 5,412 円
公共用 ― 660 円
一時用 ― ― ― 1㎥につき 308 円 374 円
消火栓
（演習用） ― ― ― 消火栓 1個

1回につき 1,100 円 1,320 円

 加入金の改定 
　４月１日以降の給水装置工事の申込みは改定後の金額が適用されます。　　　　　　　　　（税込み）
口径 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜
現行 33,000 円 44,000 円 88,000 円 143,000 円 275,000 円 495,000 円 1,430,000 円
改定後 44,000 円 110,000 円 165,000 円 231,000 円 429,000 円 638,000 円 1,463,000 円

 給水装置工事設計審査手数料の改定 
　４月１日以降の給水装置工事の申込みは改定後の金額が適用されます。

手数料の額
現行 工事費の 2％
改定後 2,000 円

問合せ先　　環境水道課　☎ 72-4002

現行料金適用 新料金適用

１月使用分支払

２月分検針 ３月分検針 ４月分検針 ５月分検針

２月使用分支払 ３月使用分支払 ４月使用分支払（新）

13 12広報やまと 2022. ３月号 広報やまと 2022. ３月号


